
 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区役所地球温暖化対策実行計画 

（第６期計画 改訂版） 
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１ 計画の基本的事項 

（１）目的 

  本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条第１項に基づき、地方公共団体の事

務事業に伴う温室効果ガスの量の排出の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を定

め、実施するための「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編）」として策定する。 

地方公共団体は、自ら率先的な取組みを行うことにより、区域の事業者・住民の模範となるこ

とが求められている。このため、計画内に示す措置に区が率先して取り組むことによって、自ら

の事務事業に伴う温室効果ガスの量の排出の削減並びに吸収作用の保全及び強化を進めていく

ことを目的とする。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき策定されるとともに、同法第 21 条

第４項に基づく「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」に該当する「世田谷区地

球温暖化対策地域推進計画」に定める区役所の率先行動と密接に連携するものである。 

計画策定においては、2021 年 10 月に閣議決定された国の「地球温暖化対策計画」を踏まえ

るものとする。地球温暖化対策計画では、「地方公共団体実行計画（事務事業編）」に記載する具

体的な取組み項目について、国が「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等

のため実行すべき措置について定める計画」（2021 年 10 月閣議決定。以下「政府実行計画」と

いう。）に基づき実施する取組みに準じて、率先的な取組みを実施することが示されている。この

ため、具体的な措置の内容及び目標については、政府実行計画に準じて設定する。 

関連する法令としては、省エネ法、建築物省エネ法、グリーン購入法、環境配慮契約法、木材

利用促進法等が挙げられる。なお、上位計画としては、「世田谷区環境基本計画」が該当し、その

他の連携すべき関連計画としては「世田谷区公共施設等総合管理計画」等が挙げられる。これら

の関連計画や法令に配慮し、取組みを進めていく。 

 

【図１】世田谷区役所地球温暖化対策実行計画の位置づけ 
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（３）対象となる事務及び事業 

  本計画は、区が行うすべての事務及び事業を対象とする。 

 

（４）計画の基準年度と目標年度（計画期間） 

本計画の計画期間は、2024 年度から 2030 年度までの７年間とする。 

温室効果ガス排出量の削減目標等の設定にあたっては、2023 年度を基準年度とし、2030 年

度を目標年度に設定する。 

 

２ 温室効果ガスの排出状況 

（１）対象とする温室効果ガス 

本計画の対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項におい

て規定されている下表１の７種類のガスのうち、世田谷区役所が排出する①から④のガスとする。

なお、④については、車載カーエアコンの冷媒として使用しているガスの自然漏出分を対象とす

る。 

【表１】温室効果ガスの種類（地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項） 

温室効果ガス 人為的な発生源 

①二酸化炭素（ＣＯ２） 石油や天然ガス等の化石燃料の燃焼など 

②メタン（ＣＨ４） 自動車の走行など 

③一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 自動車の走行など 

④ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ） カーエアコン使用（冷媒ガス漏洩含）など 

⑤パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ） 半導体の製造工程など 

⑥六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 変電設備に封入される電気絶縁ガスなど 

⑦三ふっ化窒素（ＮＦ３） 半導体の製造工程など 

 

（２）単位 

本計画では、温室効果ガスの排出量を t-ＣＯ２で表記する。t-ＣＯ２は、ＣＯ２１トンを意味す

る。なお、ＣＯ２以外の温室効果ガス排出量についても、各種ガスの排出量に地球温暖化係数（Ｃ

Ｏ２を１としたときの各種ガスの温室効果を表す指標）を乗じて t-ＣＯ２相当量に換算し、表記す

る。 
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（３）基準年度(2023 年度)における温室効果ガス排出量等 

世田谷区役所における基準年度(2023 年度)の温室効果ガス排出量は、35,529t-ＣＯ２、エネ

ルギー消費量は原油換算で 22,429kℓ である（表２参照）。エネルギーの使用による排出量が

99.96％、そのうち公共施設等のエネルギーの起源ＣＯ２排出量が温室効果ガス排出量の

98.93％を占める。 

 

【表２】2023年度 世田谷区役所の項目別活動量・温室効果ガス排出量 

活動要因 
活動量 エネルギー 

消費量 

(原油換算 kℓ) 

温室効果ガス 

排出量 

(ｔ－CO2 換算) 

構成比 

(％) 単位 データ 

エネルギー 

使用による 

二酸化炭素 

（CO2）排出 

 

ガソリン 車両 千ℓ 125 108 286 0.8 

軽油 車両 千ℓ 37 36 97 0.3 

灯油 施設 千ℓ 15 15 39 0.1 

重油 施設 千ℓ 265 266 730 2.1 

ＬＰＧ 施設 ｔ 24 31 72 0.2 

ＬＰＧ 車両 ｔ 0 0 0 0.0 

天然ガス 

(ＬＮＧを

除く) 

車両 千㎥ 0 0 0 0.0 

都市ガス 施設 千㎥ 5,567 6,466 11,416 32.1 

電気 施設 千kwh 70,551 15,651 22,877 64.4 

自動車排気 

ガスに含まれ

る メ タ ン

（CH4） 

及び一酸化二

窒素（N2O） 

ガ
ソ
リ
ン
・
Ｌ
Ｐ
Ｇ 

普通・小型 

乗用車 
千 km 117 

 
1 0.0 

乗合自動車 千 km 2 
 

0 0.0 

軽自動車 千 km 13  0 0.0 

普通貨物車 千 km 2 
 

0 0.0 

小型貨物車 千 km 60  1 0.0 

軽貨物車 千 km 855 
 

5 0.0 

特殊用途車 千 km 23 
 

0 0.0 

軽
油 

小型貨物車 千 km 39 
 

0 0.0 

特殊用途車 千 km 84 
 

1 0.0 

カーエアコンの使用によるハイドロ 

フルオロカーボン（HFC－134a）の流

出（年間） 

台 312 

 

4 0.0 

合計 35,529  
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（４）世田谷区役所の温室効果ガスの排出の傾向 

  世田谷区役所の基準年度の温室効果ガス排出量は、公共施設のエネルギーの使用によるＣＯ２

排出量が 98.93％である。エネルギーの種類では、電力の割合が最も高く、電気の使用によるＣ

Ｏ２排出量が全体の 64.4％を占める。 

  エネルギー起源ＣＯ２排出量は、エネルギー消費量と炭素集約度の積により算出される。 

  世田谷区役所の温室効果ガス排出量の削減のためには、「エネルギー消費量の削減」と「エネル

ギーの脱炭素化」を推進することで、「エネルギー起源ＣＯ２排出量を削減」することが重要であ

る。特に、エネルギー消費量のうち、最も割合の高い電力について、再生可能エネルギー電力の

調達等を進め、脱炭素化を推進することが効果的であると考えられる。 

 

 

炭素集約度について 

「炭素集約度」とは、エネルギー消費量単位当たりのＣＯ２排出量である。炭素集約度が 

低減しているほど、使用しているエネルギーの脱炭素化が進んでいることを示す。再生可能エ

ネルギー電力の調達や、石油と比較して二酸化炭素排出量の少ない天然ガスへの切替えなどに

より炭素集約度を低減することができる。 

エネルギーの種類ごとの活動量に、各々異なる排出係数を乗じることでエネルギー起源 

ＣＯ２排出量を算出することができるが、これらのＣＯ２排出係数を総合した値「炭素集約度」 

を指標とすることで、エネルギー転換も含めた総合的なエネルギーの脱炭素化の状況を点検 

することが可能となる。 

（例） 

ガスの活動量（熱量 GJ）×ガスの排出係数＝ガスのＣＯ２排出量 

灯油の活動量（熱量 GJ）×灯油の排出係数＝灯油のＣＯ２排出量 

電力Ａの使用量（kwh）×電力Ａの排出係数＝電力ＡのＣＯ２排出量 

 電力Ｂの使用量（kwh）×電力Ｂの排出係数＝電力ＢのＣＯ２排出量 

             合計のＣＯ２排出量÷総エネルギー消費量＝炭素集約度 

 

電力排出係数について 

  「排出係数」は、一定のエネルギー使用量等（例：電力使用量１kWh、ガスや灯油等の燃料 

の熱量１GJ など）当たりのＣＯ２排出量であり、エネルギーの種類によって排出係数が異な

る。様々な排出係数の中で、ＣＯ２排出量の変動に大きな影響を及ぼすのが、電力排出係数で

ある。 

電力排出係数は、発電に用いられる電源（火力、水力、太陽光、原子力など）の割合によっ

て数値が変動する。具体的には、石炭・石油などの化石燃料を用いる火力発電の割合が高けれ

ば数値が大きくなり、再生可能エネルギーなど非化石燃料による発電の割合が高くなれば数値

が小さくなる。 
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 基礎排出係数と調整後排出係数 

  電力排出係数には、「基礎排出係数」と「調整後排出係数」がある。 

基礎排出係数は、電気事業者がそれぞれ供給（小売り）した電気の発電に伴う燃料の燃焼に

より排出された二酸化炭素の量（実二酸化炭素排出量）を、当該電気事業者が供給（小売り）

した電力量で除して算出される。 

調整後排出係数は、電気事業者の実二酸化炭素排出量に対して、再生可能エネルギーの固定

価格買取制度に係る費用負担による調整を行うとともに、他者の排出の抑制等に寄与した量を

控除した結果に基づき算出される。 

再生可能エネルギー電力の調達等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、調整後排出

係数を用いて温室効果ガスの総排出量を算定するものとする。 
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（５）計画改定の視点 

次の視点に立って計画を改定し、世田谷区役所の事務事業に関する温室効果ガス排出量の削

減等を進める。 

＜計画改定にあたっての視点＞ 

・「地方公共団体実行計画（区域施策編）」である「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」の 

区域における 2030 年度の温室効果ガス削減量を 2013 年度比で 57.1％減とする目標設定を 

踏まえた、基準年度を 2023 年度とする新たな温室効果ガス総排出量の削減目標を設定する。 

・進捗管理において、「温室効果ガス総排出量」の削減目標に加え、「省エネルギー」及び 

「エネルギーの脱炭素化」を図る指標である「エネルギー消費量」及び「炭素集約度」による 

個別の目標設定や点検・評価を行う。 

・個別の取組みについて、「政府実行計画」に準じた目標を設定する。 

 そのうち、特に公共施設におけるエネルギーの脱炭素化、省エネルギー化に係る取組みである 

「再生可能エネルギー電力の調達」「太陽光発電設備の導入」「新築・改築等における建築物の 

ＺＥＢ化」「改修における建築物の省エネルギー化」「ＬＥＤ照明の導入」等について重点的 

に検討する。 

・全庁を挙げたこれまでの取組みに加え、更に脱炭素を推進するための取組みとして、「公共施設

における適切なエネルギー利用の徹底」の拡充、「事業構築、計画策定における脱炭素の推進」

「区主催等のイベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減」等を検討する。 

環境マネジメントシステム「ＥＣОステップせたがや」における年次ごとの重点的取組みに 

位置づけ、集中的に実行する。 

・個別の取組みについては、主に次の各部門における計画を定める。 

 

《部門及び検討の視点》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設（建物・道路・公園等）関連 

・公共施設整備     ＺＥＢ化、省エネルギー化の推進 

・公共施設の運用    省エネルギーの推進、再生可能エネルギー利用 

・公有財産における緑化 敷地内の緑化等 

省資源（３Ｒ） 

・ペーパーレス化の推進     デジタル化、紙使用の削減等 

・Reduce、Reuse、Recycleの推進 イベントでの省資源の徹底、職員の率先行動 

共用備品等の省エネルギー化 

・公用車    ＺＥＶへの転換、車両利用の抑制等 

・ＩＣＴ機器等 省エネルギー型機器類への切り替え等 

・自動販売機    省電力対応自販機の継続等 

・グリーン購入の推進 
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３ 温室効果ガス総排出量等の目標 

（１）温室効果ガス総排出量 

 

 

【目標の算出根拠】 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（計画期間：2023 年度～2030 年度）」において、

2030 年度温室効果ガス削減目標を「2013 年度比で 57.1％削減」と設定している。事業体と

しての世田谷区役所もこの目標を率先して達成すべきであることから、この目標を基に基準年

からの削減目標を設定する。 

① 2013 年度比での温室効果ガス総排出量の削減目標：2030 年度において、57.1%削減 

② 2030 年度の温室効果ガス総排出量目標：17,363ｔ－CO2 

③ 2023 年度実績値 35,529ｔ－CO2 と比較し、51.1％削減 

また、「CO2 排出量 ＝ エネルギー消費量 × 炭素集約度」であることから、炭素集約

度及びエネルギー消費量の目標を併せて設定する。温室効果ガス総排出量の目標は車両に由来

する温室効果ガスも含むが、炭素集約度及びエネルギー消費量については、区施設における目

標設定とする。 

 

（２）エネルギー消費量 

 

 

 

【目標の算出根拠】 

① 区施設における 2023 年度のエネルギー消費量 22,429kl に対する 2030 年度での削減の

内訳を想定する。ハード面での施設整備による「公共施設の ZEB 化・省エネルギー化」と

ソフト面での全庁的な運用による「公共施設における適切なエネルギー利用の徹底」によ

り、ソフト・ハード両面での省エネルギー化を推進する。 

・公共建築物の延床面積の増加による増加 約 5.0% 

・公共建築物の ZEB 化・省エネ化による削減 約 6.5%  

・省エネルギー行動等の運用による削減 約 4.5% 

② 2023 年度比でのエネルギー消費量の削減目標：2030 年度において、6.0％削減 

区施設における 2030 年度エネルギー消費量の目標：21,083kl 

（区施設における 2023 年度のエネルギー消費量 22,429kl を 6.0%削減した数値） 

 

 

目標 2030 年度において、2023 年度比で 51.1％削減をめざす。 

目標 2030 年度において、2023 年度比で 6.0％削減をめざす。 
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（３）炭素集約度 

 

 

【目標の算出根拠】 

① 2023 年度の炭素集約度の実績値に対し、区施設における 2030 年度の CO2 排出量の目標

と、区施設における 2030 年度のエネルギー消費量の目標により算出した 2030 年度の炭

素集約度の目標値を比較して削減目標を算出した。 

（内訳） 

炭素集約度 ＝ CO2 排出量 ÷ エネルギー消費量 

区施設における 2023 年度の炭素集約度：1.57ｔ－CO2/kl 

（区施設における 2023 年度の CO2 排出量 35,134ｔ－CO2 を 

 区施設における 2023 年度のエネルギー消費量 22,429kl で除算した数値） 

区施設における 2030 年度の炭素集約度：0.81ｔ－CO2/kl 

（区施設における 2030 年度の CO2 排出量(2023 年度比 51.1％削減)17,136ｔ－CO2 を 

 区施設における 2030 年度のエネルギー消費量 21,083kl で除算した数値） 

⇒2030 年度において、2023 年度比で 48.0%削減 

② 目標値の達成のため、区が契約により調達する電力の 70％以上を再生可能エネルギー電力

とする。 

  【再生可能エネルギー電力の調達について】 

① 2030 年度における全電源平均の電力排出係数が、国のエネルギー基本計画及び地球温暖

化対策計画で見込む水準※に低減することを想定 

※2030 年度の全電源平均の電力排出係数 0.25kg-CO2/kWh 

出典：地球温暖化対策計画別表（原典：2030 年度における電力需給の見通し） 

② エネルギー構成比は基準年度から変わらないものと想定 

③ 上記の条件下で炭素集約度の目標を達成可能な調達割合を算出した。 

 

（参考）基準年度（2023 年度）における区施設のエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量 

エネルギー 

の種類 

活動量 

 

エネルギー 

消費量 

(原油換算 kℓ) 

温室効果ガス 

排出量 

(ｔ－CO2 換算) 

エネルギー 

消費量の 

構成比(％) 単位 データ 

灯油 千 ℓ 14 15 39 0.1 

重油 千 ℓ 293 266 730 1.2 

ＬＰＧ ｔ 30 31 73 0.1 

都市ガス 千㎥ 5,898 6,466 11,416 28.8 

電気 千kwh 70,062 15,651 22,876 69.8 

合計 22,429 35,134 - 

 

  

目標 2030 年度において、2023 年度比で 48.0％削減をめざす。 
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＜目標設定における積算＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必達目標：温室効果ガス総排出量 

2030 年度において、2023 年度比で 51.1％削減をめざす。 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」の区域における目標 

 2030 年度において、2013 年度比で 57.1％削減をめざす 

区役所が率先して達成 

世田谷区役所の温室効果ガス総排出量 

公共施設のエネルギーの使用によるＣＯ２排出量：98.93％ 

特に、電気の使用によるＣＯ２排出量が全体の７割弱 

公共施設における「省エネルギー」＋「エネルギーの脱炭素化」

をソフト・ハード両面から進める必要がある 

ソフト面における「エネルギーの脱炭素化」の取組み 

再生可能エネルギー電力の調達（小売電気事業者との契約における 

再生可能エネルギー電力の購入）⇒区施設の 70％以上調達 

電力排出係数の低減（国の地球温暖化対策計画等で見込む水準） 

エネルギー消費量の目標を達成した上で、温室効果ガス総排出量

51.1％削減可能な炭素集約度の目標 ※区施設における 

約 48.0％削減（2023 年度比） 

エネルギー消費量の目標 ※区施設における 

（2023 年度比）6.0%削減 

ハード面での省エネルギー化の取組み：約 6.5％削減 

公共建築物の ZEB 化、省エネ化 

ソフト面での省エネルギー化の取組み：約 4.5％削減 

公共施設における適切なエネルギー利用の徹底 

公共建築物の延床面積の増加によるエネルギー消費量の増加 

（2023 年度比）約 5.0% 
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＜省エネルギー化と他の施策との相乗効果＞ 

 

 省エネルギー化を進める際は、他の施策との相乗効果が発揮されるよう考慮する。 

 

 例：学校の暑さ対策 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ⇒省エネルギー化を行うことが、暑さ対策に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ハード面での省エネルギー化の

取組み 

改修での老朽化した空調の更新、

省エネ化 

新築・改築・大規模な改修での

ZEB 化 

ソフト面での省エネルギー化

の取組み 

カーテンやブラインドの活用 

空調使用時の感染症対策の 

換気を常時ではなく 

30 分～1 時間に 1 回行うなど 
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４ 重点的な取組み  

（１）太陽光発電設備の導入 

 

 

 

個別の取組み 個別の取組みの目標及び内容 担当課 

太陽光発電 

設備の最大限

の導入 

２０３０年度には全公共建築物（敷地を含む。）の約２１％

以上に太陽光発電設備を設置することを目指す。 
公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 
区が新築・改築を行う公共建築物における太陽光発電設備の

設置 

※ZEB 指針が目指す「Nearly ZEB」の実現に向けては、特に太陽光発電設備の設置を可能な限り進めること

が不可欠である。太陽光発電設備の設置にあたっては、敷地や屋上、壁面等の活用について、緑化や設備

等も含めそれぞれの用途がトレードオンとなるよう、関係所管で協力し、工夫することとする。 

※具体的な設置方法については、荷重条件、日射条件、設置可能な有効面積、実用的な技術革新の状況等を

踏まえ検討する。 

※新築・改築を除く既存建築物については、荷重の問題から、設置可能か否かの判断が困難なため、「全公共

建築物（敷地を含む。）の約 21％以上」という記載になっているが、設計段階からの荷重計算が可能な新

築・改築の公共建築物については 100％導入する予定であり、政府実行計画の目標である「設置可能な建

築物（敷地を含む。）の約 50％以上」に準じた目標設定である。 

 

〈導入計画・進捗管理指標〉 

年度等 

取組み 
現況値 

2024～2030 
総量 

R6～R12 

公共建築物への太陽光発電設備の導入数 ７６施設 ３１施設 １０７施設 

公共建築物への太陽光発電設備の導入割合 １５．０％ ２１．２％ 

 

【目標の算出根拠】 

新築・改築において、太陽光発電設備の設置を推進するよう目標設定を行った。 

（内訳） 

公共建築物数 505 を見込む 

令和５年度までの太陽光発電設備設置数(PPA を含む) 76 

2024 年度から 2030 年度までの改築・長寿命化予定の建築物 31 

⇒新築・改築において、太陽光発電設備の設置を推進する。 

公共建築物数 505 に対する 2030 年度時点の総量 107 の割合 21.2% 

  

目標 
２０３０年度には全公共建築物（敷地を含む。）の約２１％以上に 

太陽光発電設備を設置することを目指す。 
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（２）新築・改築等における建築物のＺＥＢ化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連取組み 取組みの目標及び内容 担当課 

公共建築物 

における 

省エネルギー 

対策 

公共建築物を建築する際には、省エネルギー対策をし、温室効果ガス

の排出の削減等に配慮したものとして整備する。 

公共施設マネジ

メント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

公共建築物を新築・改築する場合においては、 

Ｎearly ZEB（BEI≦0.25）を目指す。 

ただし、屋上緑化・設備機器設置・屋上利用等により、太陽光発電設

備を有効に設置できる面積が十分確保できない場合は、当面は ZEB 

Ready（BEI≦0.50）を実現することとし、実用的な技術革新が進ん

だ際には、Nearly ZEB が達成できる水準を目指すものとする。 

大規模な改修を行う公共建築物には、ZEB 仕様を採用することによ

り、ZEB Ready の実現を目指す。【新規】 

建築物の断熱性能の向上に努める。 

高効率空調機の導入等、温室効果ガスの排出の少ない設備の導入 

 
〈導入計画・進捗管理指標〉 

年度等 

取組み 

2024～2030 
総量 

R6～R12 

ＺＥＢ Ready 相当以上の新築・改築・ 

大規模な改修を行う建築物※着工年度による 
３１施設 ３１施設 

新築・改築・大規模な改修建築物の平均 BEI ０．５以下 

 

【目標の算出根拠】 

「世田谷区公共建築物 ZEB 指針（令和５年１２月策定）」の「ZEB の目標」により設定した。 

 

 

 

 

 

目標 

公共建築物を新築・改築する場合においては、Ｎearly ZEB（BEI≦0.25）

を目指す。 

ただし、屋上緑化・設備機器設置・屋上利用等により、太陽光発電設備を有

効に設置できる面積が十分確保できない場合は、当面は ZEB Ready

（BEI≦0.50）を実現することとし、実用的な技術革新が進んだ際には、

Nearly ZEB が達成できる水準を目指すものとする。 

大規模な改修を行う公共建築物には、ZEB 仕様を採用することにより、ZEB 

Ready の実現を目指す。 
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（３）改修等における建築物の省エネルギー化 

 

 

 

 

 

関連取組み 取組みの目標及び内容 担当課 

公共建築物に

おける省エネ

ルギー対策 

今後予定する公共建築物の中長期改修について、適用が可能

な場合は「公共施設省エネ・再エネ指針」の省エネルギー 

手法を適用し、２０３０年度までに中長期保全改修建築物の

９０％以上を省エネルギー化することを目指す。 
公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 建築物の断熱性能の向上に努める。 

高効率空調機の導入等、温室効果ガスの排出の少ない設備の

導入 

 

〈導入計画・進捗管理指標〉 

年度等 

取組み 

2024～2030 

R6～R12 

改修における省エネルギー化を行う建築物 約 174 施設 

改修建築物のうち省エネルギー手法を 

適用する割合 
約 90％ 

 

【目標の算出根拠】 

「中長期保全計画」等を参考に改修年と改修内容を想定。 

「公共施設省エネ・再エネ指針」における標準仕様の目安となる省エネ改修手法を実施可能な割合

を想定し算出した。 

  

目標 

今後予定する公共建築物の中長期改修について、適用が可能な場合は 

「公共施設省エネ・再エネ指針」の省エネルギー手法を適用し、 

２０３０年度までに中長期保全改修建築物の９０％以上を省エネルギー化 

することを目指す。 
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（４）ＬＥＤ照明の導入 

 

 

 

 

 

取組み 取組みの目標及び内容 担当課 

LED 照明の 

導入 

既存施設を含めた区のＬＥＤ照明の導入施設※割合を 

２０３０年度までに１００％以上とする。 

※部分的に導入された施設も含む。倉庫等の照明の使用頻度の低い 

施設は除く。 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

 

〈導入計画・進捗管理指標〉 

年度等 

取組み 
現況値 

2024～2030 
総量 

R6～R12 

公共建築物の高効率照明改修数 １７４施設 ３３６施設 ５１０施設 

公共建築物への高効率照明の導入割合 約３４％ 約１００％ 

 

【目標の算出根拠】 

「公共施設省エネ・再エネ指針」における標準仕様の目安となる省エネ改修手法に位置付けた。 

「中長期保全計画」等を参考に改修年と改修内容を想定。 

改築及び中長期保全改修において LED 照明の導入が可能な割合を想定し算出した（約５５％）。 

さらに、一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が 2027 年までに廃⽌されることに伴い、中長

期保全計画の予定に上乗せした数値を目標とした。 

 

  

目標 

既存施設を含めた区のＬＥＤ照明の導入施設※割合を２０３０年度までに 

１００％とする。 

※部分的に導入された施設も含む。倉庫等の照明の使用頻度の低い施設は除く。 
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（５）電動車の導入 

 

 

 

 

※電動車は、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車とする。 

※代替可能な電動車が存存しない場合等に該当する、市場に電動車が存在しない車種や災害対策用車両も分

母に含んでいるため、代替可能な電動車がない場合等を除き、新規導入・更新については原則として電動

車とし、ストック(使用する公用車全体)でも 2030 年度までに可能な限り電動車とする内容であり、政府

実行計画に準じた目標設定である。 

 

個別の取組み 個別の取組みの目標及び内容 担当課 

電動車の導入 

区の公用車について、２０３０年度までに４７．３％を電動車とする。 

ただし、多くの商用車種において電動化等が進んだ際は、５９．４％を

電動車とする。 

経理課 

 

〈年次計画・進捗管理指標〉 

年度等 

取組み 
現況値 

2024～2030 
総量 

R6～R12 

公用車への電動車の導

入数 
１５ ８３ ９８ 

公用車における電動車

の導入割合※ 
５．６％ ４７．３％ 

※建機・特装車両等を除く。 

 

【目標の算出根拠】 

「公用車の管理運営等に係る基本方針」（令和４年１０月）に基づき、貨物車及び乗用車の２割以上

を削減すると想定した。庁舎等定置場所への充電設備の設置や商用車の電動化等の状況を考慮し、

電動車の導入が可能な区公用車の目安数を想定し算出した。 

  

  

目標 

区の公用車について、２０３０年度までに４７．３％を電動車とする。 

ただし、多くの商用車種において電動化等が進んだ際は、５９．４％を 

電動車とする。 
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（６）再生可能エネルギー電力の調達 

 

 

 

※目標数値は、区が契約により購入する電力の割合であり、区の公共建築物に設置された太陽光発電設備に

より発電される電力量は除外している。 

 

個別の取組み 個別の取組みの目標及び内容 担当課 

再生可能 

エネルギー 

電力調達の 

推進 

２０３０年度までに区で契約により調達する電力の７０％

以上を再生可能エネルギー電力とする。 公共施設マネジメント課 

気候危機対策課 ７０％を超える電力についても、排出係数が可能な限り低い

電力の調達を行う。 

 

〈年次計画・進捗管理指標〉 

年度等 

取組み 
現況値 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
総量 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

公共建築物の再生可能

エネルギー電力導入数 

145 

施設 
4 施設 

10 

施設 

40 

施設 

21 

施設 

19 

施設 
― ― 

239 

施設 

公共建築物への再生可

能エネルギー電力の導

入割合（累計） 

18.1％ 22.0％ 23.4％ 42.7％ 55.5％ 70.1％ ― ― 70.1％ 

 

年度 再生可能エネルギー電力導入予定の公共建築物 

2024 R6 総合支所（４施設） 

2025 R7 出張所、まちづくりセンター（１０施設） 

2026 R8 小学校（４０施設） 

2027 R9 中学校（２１施設） 

2028 R10 その他施設（大蔵運動場、世田谷美術館など 19 施設） 

2029 R11 ― 

2030 R12 ― 

 

【目標の算出根拠】 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」における目標は 50％であるが、本計画の策定にあたり

目標を見直し、本計画「１計画の基本的事項」「（２）計画の位置付け」に記載のとおり、国の「地

球温暖化対策計画」を踏まえ、政府実行計画に定める目標の 60％以上を考慮し目標を設定した。 

高圧施設（約１５０施設）について、順次、再エネ導入を進め、2030 年度までに導入率 70%以上

とする。リバースオークションの活用等による経過により計画の前倒し・拡充も検討する。 

 

  

目標 
２０３０年度までに区が管理する公共建築物で使用する電力を７０％以上再

生可能エネルギー電力とする。 
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（７）コピー用紙購入枚数の削減 

 

 

 

個別の取組み 個別の取組みの目標及び内容 担当課 

用紙類の 

使用量の削減 

２０３０年度までに２０２２年度比で区全体でのコピー用紙購入 

枚数を５０％以上削減する。 

総務課 

区政情報課 

DX 推進担当課 

全課 

ペーパーレス化を推進し、審議会等資料の電子ファイルでの提供、 

業務における資料の簡素化、両面印刷等を行う。 

  

目標 
２０３０年度までに２０２２年度比で区全体でのコピー用紙購入枚数を 

５０％以上削減する。 
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５ その他の取組み  

取組みの内容については、「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」に定める区役所の率先行

動を推進するともに、「政府実行計画」に基づき実施する取組みに準じて、率先的な取組みを実施

する。取組みの表の中に、「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」は「温」、「政府実行計画」は

「政」と記載し、参照した計画を示す。 

また、世田谷区環境マネジメントシステム「ＥＣＯステップせたがや」で実績把握を行う取組

みについては、実績把握項目を記載する。 

 

１ 再生可能エネルギー設備の最大限の導入に向けた取組み 

取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

蓄電池・再生

可能エネルギ

ー熱の利用 

太陽光発電の有効利用及び災害時のレジ

リエンス強化のための蓄電池・燃料電池の

導入 

 温 

公共施設マネジメ

ント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

気候危機対策課 

再生可能エネルギー熱を使用する冷暖房

設備や給湯設備等の導入 
 政 

 

２ 公共施設の整備、管理等に当たっての取組み 

取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

庁舎における 

省エネルギー 

対策の徹底 

庁舎内における適切な室温管理（冷房の場

合は２８度程度、暖房の場合は１９度程

度） 

 政 

庁舎管理担当課 

地域振興課 

分庁舎の所管課 

その他施設所管課 

個別空調のある課 

設備におけるエネルギー損失の低減の促

進（損失の少ない受電用変圧器の使用等） 
 政 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

大規模な庁舎等における「省エネルギー診

断」の実施の検討 
 政 

公共施設マネジメ

ント課 

環境政策課 

大規模な庁舎（本庁舎）におけるＢＥＭＳ

の導入 
 政 

庁舎管理担当課 

庁舎建設担当課 

学校、区民利用 

施設等公共施 

設における 

省エネルギー 

対策の徹底 

【拡充】 

空調設備の適正利用（温度設定、遮光や外

気遮断等の徹底）など、公共施設のエネル

ギー利用のあり方を検証、アップデート

し、施設運営における省エネルギーを徹底

する。 

  

教育環境課 

各小・中学校 

施設所管課 

公共建築物の
廃棄物等から作られた建設資材の利用（再

生骨材、再生材料を使用した型枠等） 

グリーン購入

重点品目 
政 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 
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取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

建築等に当た

っての環境配

慮の実施 

建設廃棄物の抑制  政 

ＨＦＣを使用しない建設資材の利用促進  政 
施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

その他、建築物の建築に当たっては、温室

効果ガスの排出削減等に資する建築資材

等の選択を図るとともに、温室効果ガスの

排出の少ない施工の実施を検討する。 

グリーン購入

重点品目 
政 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

公共施設の 

緑化・ヒートア 

イランド対策・ 

水循環の促進 

敷地や建物の緑化、敷地内の保水性舗装の

整備、公園や緑地の整備 
 温 

みどり政策課 

公園緑地課 

公園整備利活用推

進課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

教育環境課 

道路の緑化・維持管理  温 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

公園緑地課 

⾬水利用設備による水資源の有効利用  温 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境政策課 

⾬水貯留浸透施設の設置と適切な管理  温 

工事第一課 

工事第二課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

教育環境課 

遮熱性舗装の整備  温 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

「公共建築物等における木材利用推進方

針」に基づく公共建築物における木材利用

等の推進 

 温 

公共施設マネジメ

ント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境政策課 

新しい技術の

率先的導入 

高いエネルギー効率や優れた温室効果ガ

ス排出削減効果等を確認できる技術を用

いた設備等の率先導入に努める。 

 政 

公共施設マネジメ

ント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

２０５０年 

カーボンニュ 

ートラルを 

見据えた取組 

公共建築物の燃料を使用する設備につい

て、脱炭素化された電力による電化を進め

る、電化が困難な設備について使用する燃

料をカーボンニュートラルな燃料へ転換

することを検討するなど、当該設備の脱炭

素化に向けた取組みについて検討し、計画

的に取り組む。 

 政 

公共施設マネジメ

ント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境政策課 
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３ 財やサービスの購入・使用に当たっての取組 

取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

公用車の効率 

的利用、台数削 

減 

公用車等の効率的利用の推進  政 

経理課 

公用車等の台数の削減  政 

省エネルギー 

型機器の導入

等 

ICT 機器や家電製品等の機器の省エネルギ

ー型への更新 

グリーン購入

重点品目 
政 

購入所管課 

ＤＸ推進担当課 

省エネルギー設定の適用等による使用面

の改善 
 政 

全課 

ＤＸ推進担当課 

自動車利用の 

抑制 

ウェブ会議システムの活用等による対応

も含めた職員及び来庁者の自動車利用の

抑制・効率化 

 政 
経理課 

DX 推進担当課 
通勤時や業務時の移動における公共交通

機関の利用の推進 
 政 

節水機器等の 

導入 

水多消費型の機器の買換えに当たっては、

節水型等の温室効果ガスの排出の少ない

機器等を選択する。 

 政 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

施設所管課等 

リデュースの 

取組みやリユ

ース・リサイク

ル製品の率先

調達 

ワンウェイ（使い捨て）製品の調達抑制  政 全課 

リユース可能な製品およびリサイクル材

や再生可能資源を用いた製品の調達 
 政 全課 

プラスチック製の物品の調達に当たって

は、プラスチックに係る資源循環の促進等

に関する法律（令和３年法律第６０号）に

則り、プラスチック使用製品設計指針に適

合した認定プラスチック使用製品を調達 

グリーン購入

重点品目 

（一部） 

政 全課 

再生紙の使用 

等 

古紙パルプ配合率のより高い用紙類の調

達割合の向上 
 政 全課 

その他の紙類等についても再生紙の使用

を進める。 
 政 全課 

合法木材、再生 

品等の活用 

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に

関する法律等に基づく合法性が確認され

た木材又は間伐材等の木材や再生材料等

から作られた物品など、温室効果ガスの排

出の削減等に寄与する製品や原材料の選

択、使用 

 政 
施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

グリーン冷媒 

使用製品の 

購入・使用の 

促進 

グリーン冷媒（自然冷媒や低ＧＷＰ冷媒）

を使用する製品の導入 
 政 該当課 
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取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

フロン類の 

排出の抑制 

フロン類冷媒を使用する業務用空調機器

等を使用する場合は、フロン類の使用の合

理化及び管理の適正化に関する法律に基

づき、機器の点検や点検履歴等の保存を行

い、使用時漏えい対策に取り組む。 

フロン排出抑

制法に基づく

調査、環境関

連法令チェッ

クシート、 

環境監査等 

政 

該当課 
機器の廃棄時には、同法に基づき冷媒回収

を徹底する。 
政 

点検記録等の保存にあたっては、冷媒管理

システム（ＲａＭＳ）を活用するなど、電

子化に取り組むよう努める。 

 政 

省エネルギー 

型自動販売機 

の継続等 

庁舎内の自動販売機の省エネルギー型機

器設置の継続 
 政 

経理課 

官民連携・行政手

法改革担当課 

庁舎内の売店等の省エネルギー化  政 庁舎管理担当課 

電気機械器具 

からの六ふっ 

化硫黄(ＳＦ 

６）の回収・ 

破壊等 

廃棄される電気機械器具に封入されてい

たＳＦ６について、回収・破壊等を行うよ

う努める。 

 政 該当課 

４ その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の削減等への配慮 

取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

廃棄物の３Ｒ 

＋Renewable 

公共施設等から排出される廃棄物及び廃

棄物中の可燃ごみについて、３Ｒ（発生抑

制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用

（Recycle））＋Renewable(バイオマス

化・再生材利用等)を図る。 

廃棄物廃棄量 

リサイクル量 

（一部） 

政 庁舎管理担当課 

地域振興課 

分庁舎所管課 

施設所管課 

事業課 

環境保全課 

公共施設等から排出されるプラスチック

ごみの排出の抑制、原則としてリサイクル

又は熱回収の実施 

政 

食べ残し、食品残滓などの有機物質の再生

利用や熱回収の実施の検討 
 政 

会議運営の庶務を外部業者に委託する場

合、原則として飲料提供にワンウェイのプ

ラスチック製の製品及び容器包装を使用

しない。 

 政 全課 

食品ロス削減に関する職員への啓発や災

害用備蓄食料の寄附等の取組み 
 政 

事業課 

災害対策課 

森林の整備・ 

保全の推進 

健全な森林の整備や適切な管理・保全等を

図り、二酸化炭素の吸収源としての機能を

維持・向上させる。 

 政 環境政策課 

区主催等の 
区が主催するイベントの実施に当たって

は、省エネルギーなど温室効果ガスの排出
 政 全課 
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取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

イベントの 

実施に伴う 

温室効果ガス 

の排出等の 

削減【新規】 

削減に資する取組みや、廃棄物の分別、減

量化などに努めるとともに、リユース製品

やリサイクル製品を活用する。 

区が後援等をする民間のイベントについ

ても、これらの取組が行われるよう促す。 
 政 全課 

事業構築、計画 

策定における 

脱炭素の推進 

【新規】 

事業構築、計画策定において、脱炭素の視

点を取り入れて、事業を構築、実施する。

また、事業評価においても脱炭素の観点を

含めた評価を行う。 

  全課 

 

５ ワークライフバランスの確保・職員に対する研修等 

取組み 取組みの内容 実績把握項目 
参照 

計画 
担当課 

ワークライフ 

バランスの確保 

計画的な定時退庁の実施や事務の見直

し・効率化による超過勤務の縮減 
 政 

職員厚生課 

DX 推進担当課 モバイルワークの推進やウェブ会議シス

テムの活用等による多様な働き方の推進 
 政 

研修の機会の提

供、情報提供 

職員に対する地球温暖化対策に関する研

修等の実施 

事務局等によ

る研修の実施 

政 

温 

研修担当課 

環境政策課 

脱炭素型ライフ

スタイルの情報

提供【新規】 

職員への脱炭素型ライフスタイルに関す

る情報提供 
 政 

環境政策課 

気候危機対策課 
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６ 計画の推進、進捗管理 

（１）推進体制 

本計画の推進には、世田谷区環境マネジメントシステム「ＥＣＯステップせたがや」の推進

体制（図２参照）を用いる。 

【図２】推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境監査チーム 

環境マネジメントシステム事務局 

小・中学校、幼稚園 

環境マネジメントシステム本部会議 

部長会又は気候危機対策会議： 

副区長及び部長級 

環境マネジメントシステム推進幹事

会：課長級、同作業部会：係長級 

環境活動責任者 

（課長） 

施設環境マネージャー 

（出先職場の長） 

環境マネージャー 

（庶務担当係長等） 

環境 

サブマネージャー 

（課長が指名） 

施設環境 

サブマネージャー 

（必要に応じて課長が指名） 

環境管理副総括者 

（副区長・教育長） 

環境管理責任者 

（環境政策部長） 

環境活動総括者 

（部長級） 

環境管理総括者 

（区長） 

施設環境マネージャー 

（小・中学校長、幼稚園長） 

施設環境 

サブマネージャー 

（小・中学校長、幼稚園長が指名） 
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（２）進捗の把握（点検・評価）、見直し 

総合的な目標や進捗管理を行う取組みについては、環境マネジメントシステム「ＥＣＯステ

ップせたがや」等により進捗管理し、点検、評価を実施する。また、必要に応じて取組み内容

や目標値等の見直しを実施する。 

（３）公表 

本計画の実施状況については、環境マネジメントシステム「ＥＣＯステップせたがや」の成

果の公表とあわせて、毎年 1 回、区のホームページ等で公表する。 
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７ 次期（第７期）計画策定における検討事項 

（１）追加性のある再生可能エネルギーの導入 

脱炭素社会の実現には、再生可能エネルギーの導入が不可欠である。特に「追加性」のある

再生可能エネルギーの導入を行うことが望ましい。「追加性」があるとは、新たな再生可能エネ

ルギー設備の増加を促す効果があるということであり、社会全体の再生可能エネルギーの導入

量を増やすことにつながるため、区が脱炭素社会の実現に貢献していく上で重要である。 

追加性のある再生可能エネルギーの導入には、「太陽光発電設備の設置」や「自治体間連携に

よる地域新電力（自治体新電力）からの電力購入」等がある。 

「太陽光発電設備の設置」については、現在普及している「シリコン系太陽電池」は、重量

があるため、設置場所が限られており、設置場所の確保が課題となっている。この課題を解決

する技術として、政府が技術開発に力を入れているのが「ペロブスカイト太陽電池」である。

薄く、軽く、柔軟であることから、これまで設置が難しかった場所にも設置ができるものとし

て注目されている。現在は耐久性が低く実用的ではないが、今後、「ペロブスカイト太陽電池」

等の実用的な技術革新が進んだ際には、太陽光発電設備の設置を積極的に進める。 

「地域新電力（自治体新電力）」とは、地方自治体の参画の下で小売電気事業を営み、得られ

る収益等を活用して地域の課題解決に取り組む事業者である。「地域新電力（自治体新電力）」

の設立により、新たな再生可能エネルギーの電源開発に資するとともに、地域経済、地域社

会、地域環境の課題解決により、地域の脱炭素化や地方創生に寄与する。「自治体間連携による

地域新電力（自治体新電力）からの電力購入」を行うことで、「地域新電力（自治体新電力）」

の強化・拡充を支援する。 

 

（２）ガスの脱炭素化 

エネルギーの脱炭素化には、ガスの脱炭素化も重要である。現在、将来的なガスの脱炭素化

に向けた技術が研究されている。その中で特に注目されているのが、水素と二酸化炭素から合

成される合成メタンを都市ガスの主な成分であるメタンに代えて使用する「メタネーション」

という技術である。合成メタンが燃焼した時に排出されるＣＯ２は、製造時に原料として回収さ

れたＣＯ２であり、追加的に新たなＣＯ２が排出されないため、ＣＯ２排出は実質ゼロとなる。 

メタネーション等の実用的な技術革新が進んだ際には、ガスの脱炭素化を計画に位置付け、

推進する。 

 


